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イベントの開催制限等の取扱いについて 

 

 

各区市町村におかれましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に特段の御

理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

令和２年１２月２３日付けの内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室によ

る事務連絡「分科会提言を踏まえた催物の開催制限等の取扱いについて」（以下「１２

月２３日付け事務連絡」という。）において、地域の感染状況に応じたイベントの開催

制限等に関する方針が示されました。 

都は、都内における現下の感染状況や、１２月２３日付け事務連絡を参考に、令和

３年１月１１日まで、イベント開催にあたっての人数上限を５，０００人とすること

とします。 

各区市町村におかれましては、関係機関等への周知及び対応について、ご協力いた

だきますよう、よろしくお願いいたします。 

国において、今後の感染状況を分析の上、全国的な感染拡大やイベントでのクラス

ターが発生した場合等には、開催制限の目安を見直すこともあり得ることに御留意く

ださい。 

 なお、都では、感染拡大防止の観点から年末年始のイルミネーションについて、令

和３年１月１１日まで、都内の事業者の皆様に点灯停止若しくは２０時以降の消灯の

協力をお願いしております。各区市町村におかれましても、本協力依頼の趣旨を鑑み、

ご協力方お願いいたします。 

 


